
 
 

２０１２年１２月１４日 
各 位 

会 社 名  藤 森 工 業 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長 藤森明彦 

（コード番号 7917  東証第１部） 

問合せ先  常務取締役 管理部門管掌 吉野彰志郎 

ＴＥＬ 03－6381－4211 

 
 

当社連結子会社フジモリ産業株式会社に対する公正取引委員会からの 
下請代金支払遅延等防止法違反の勧告について 

 
 
 
当社連結子会社のフジモリ産業株式会社（本社：東京都品川区、社長：山根 

光）は、標記の件におけるニュースリリースを発表しました。 
 
当社といたしましては、事実を厳粛に受け止め、再発防止策の徹底と法令遵

守並びに当社グループ会社のさらなる内部管理体制の充実・強化を指示してお

ります。今後もグループをあげてコンプライアンスの浸透を図ってまいります。 
 
本件による当社平成 25 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微です。 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
当該連結子会社の概要 
 

商   号：フジモリ産業株式会社 
設立年月日：昭和 26 年 3 月 2 日 
所 在 地：東京都品川区東五反田２－１７－１ 

（オーバルコート大崎マークウエスト９階） 
代 表 者：代表取締役社長 山根 光 
資 本 金：３億３２０万円 
売 上 高：１８３億円（平成２４年３月期） 
事業内容 ：化成品の販売及び建築・土木用資材の製造・販売 
株主構成 ：藤森工業株式会社 ７８％ 

営  業  所：東京、大阪、名古屋、九州、東北、札幌 
工      場：茨城 

 
以上 

 
 
 
 



                            平成 24年 12月 14日 
各 位 

会 社 名   フ ジ モ リ 産 業 株 式 会 社  
代表者名    代 表 取 締 役 社 長   山根 光 
問合せ先   取締役事業推進部長   矢島 匡顕 

TEL 03-5789-2070 
 

                                                                     
公正取引委員会からの下請代金支払遅延等防止法に関する勧告について 

 
 

 この度、当社は公正取引委員会より平成 24年 12月 14日付けで、下請代金支払遅延等防
止法（以下「下請法」という。）に基づく勧告を受けました。 
 
 これは、下請事業者各社と取り交わした合意書に基づき、「金利引振込」として下請代金

の額に一定率を乗じた額を差し引くことにより、下請代金の額を減じていた行為が、下請

法第 4条 1項第 3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反すると判断されたものです。 
 
当社はすでに、下請事業者との取引契約の見直し、支払い方法の変更などの是正を終え

ており、平成 24年 10月以降は下請代金の減額は発生しておらず、減額分の総額（15,136,963
円）につきましては、直ちに全額を当該下請事業者に返還いたします。 
  
 当社といたしましては、今回の勧告を真摯に受け止め、勧告内容を役員及び全従業員に

周知徹底すると共に、下請法を含めた法令遵守に関する社内研修及び内部チェック体制の

一層の充実を図ることで、コンプライアンスの徹底及び再発防止に努めてまいります。 
 
 下請事業者様をはじめ関係者の皆様に、ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申

し上げます。 
 
 

以  上 
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